
農地造成指導要綱の流れ 

 

◎農地造成に関して適用する。第３条 

 

（事業者の責務）第４条 

・農地の効率的な利用を確保する。 

・近傍の土地、住民生活、産業活動に与える被害又は災害を防止する。 

・周辺の環境を保全するよう努める。 

・農地の周辺関係者の理解を得るように努める。（隣接農地所有者等） 

 

届出 第５条 

     事  

 

 

        委      

 

                       不適当 

 

                 委 

          適当 

 

                    

                 事 

 

 

          委     

 

 

 

         事                第６条 

   

                  事 報告書の提出 第７条 

６ヶ月以内 

                  委 現地調査・指導 第８号 

 

是正指導通知書（様式第３号）

号） 

協   議 

是正計画書（様式第４号） 

工事着手届（様式第５号） 

農地造成工事届出書（様式第１号） 

受理通知書（様式第２号）

 



                  事 指導に対する是正 

 

                  委 ※指導に従わない場合、工事中止 

第９条 

 

事 ※工期の延長（延長最大６ヶ月） 

第１０条 

                  事 ※届出取下げ（様式第６号）   

第１１条 

 

          事                第１２条 

 

 

 

 

 

          委               第１３条 

               

 

           適当             不適当 

 

                   委 

 

 

 

 

        委 

          

 

※ 事 は事業者 

※ 委 は農業委員会 

工事完了確認書（様式第８号） 

工事完了届（様式第７号） 

確  認 

是正を指導 


